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 総社市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

                                          総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１９号 

 

   総社市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 

 （総社市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 総社市事務分掌規則（平成１７年総社市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移

動後号」という。）が存在する場合には，当該移動号を当該移動後号とし，移動号に対応する移動後号が存在しない場合には，当該移動号（以下「削除号」

という。）を削り，移動後号に対応する移動号が存在しない場合には，当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改

め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分

を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（分課及び係） 

第２条 総社市事務分掌条例（平成１７年総社市条例第６号)第１条に規定

する部及び総社市社会福祉事務所設置条例（平成１７年総社市条例第１２

０号）第１条に規定する総社市社会福祉事務所の内部組織は，次のとおり

とする。 

総合政策部 略 

総務部 

総務課 行政係，職員係 

財政課 

財産管理課 

契約検査課～危機管理室 略 

 

（分課及び係） 

第２条 総社市事務分掌条例（平成１７年総社市条例第６号)第１条に規定

する部及び総社市社会福祉事務所設置条例（平成１７年総社市条例第１２

０号）第１条に規定する総社市社会福祉事務所の内部組織は，次のとおり

とする。 

総合政策部 略 

総務部 

総務課 行政係，人事係 

財政課 財政係，財産管理係 

 

契約検査課～危機管理室 略 
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改   正   後 改   正   前 

 

市民生活部及び保健福祉部 略 

産業部 

 農林課 略 

観光プロジェクト課 

企業誘致商工振興課 

建設部及び環境水道部 略 

２ 略 

 

（事務分掌） 

第１３条 各課，係の分掌事務は，次のとおりとする。 

 秘書室及び総合政策部 略 

総務部 

総務課 

行政係 

(１)～(12) 略 

(13) 不当要求行為等に関すること。 

(14) 職員の公益通報に関すること。 

(15) 略 

(16) 略 

(17) 略 

(18) 略 

職員係 

(１)～(４) 略 

 

(５) 略 

(６) 略 

(７) 略 

(８) 略 

(９) 略 

財政課 

 

(１)～(８) 略 

コンプライアンス推進室 

市民生活部及び保健福祉部 略 

産業部 

 農林課 略 

商工観光課 商工労政係，観光プロジェクト係 

企業誘致対策室 

建設部及び環境水道部 略 

２ 略 

 

（事務分掌） 

第１３条 各課，係の分掌事務は，次のとおりとする。 

 秘書室及び総合政策部 略 

総務部 

総務課 

行政係 

(１)～(12) 略 

 

 

(13) 略 

(14) 略 

(15) 略 

(16) 略 

人事係 

(１)～(４) 略 

(５) 職員の研修に関すること。 

(６) 略 

(７) 略 

(８) 略 

(９) 略 

(10) 略 

財政課 

財政係 

(１)～(８) 略 
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改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産管理課 

(１) 公有財産の総括に関すること。 

(２) 公有財産の取得及び処分の総合調整に関すること。 

(３) 公有財産の登録及び災害保険契約に関すること。 

(４) 財産評価委員会に関すること。 

(５) 市民総合災害賠償補償保険に関すること。 

(６) 庁舎の維持管理，秩序保持及び当直に関すること。 

(７) 庁内電話の管理運用に関すること。 

(８) 庁用物品の需給計画及び調達に関すること(用品調達基金に属す

る物品に限る。)。 

(９) 庁用物品の管理，修繕及び不用品の処分に関すること。 

(10) 用品調達基金及び土地開発基金に関すること。 

(11) 土地開発公社との連絡調整に関すること。 

(12) 市有自動車等の整備及び点検に関すること。 

(13) 集中管理自動車等の配車に関すること。 

(14) その他市有自動車等の管理に関すること。 

財産管理係 

(１) 公有財産の総括に関すること。 

(２) 公有財産の取得及び処分の総合調整に関すること。 

(３) 公有財産の登録及び災害保険契約に関すること。 

(４) 財産評価委員会に関すること。 

(５) 市民総合災害賠償補償保険に関すること。 

(６) 庁舎の維持管理，秩序保持及び当直に関すること。 

(７) 庁内電話の管理運用に関すること。 

(８) 庁用物品の需給計画及び調達に関すること(用品調達基金に属す

る物品に限る。)。 

(９) 庁用物品の管理，修繕及び不用品の処分に関すること。 

(10) 用品調達基金及び土地開発基金に関すること。 

(11) 土地開発公社との連絡調整に関すること。 

(12) 市有自動車等の整備及び点検に関すること。 

(13) 集中管理自動車等の配車に関すること。 

(14) その他市有自動車等の管理に関すること。 

(15) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 
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改   正   後 改   正   前 

契約検査課～危機管理室 略 

 

 

 

 

市民生活部及び保健福祉部 略 

産業部 

 農林課 略 

観光プロジェクト課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)～(６) 略 

企業誘致商工振興課 

 

(１) 企業の誘致及び立地に関すること。 

(２) 商業，工業及び鉱業の振興に関すること。 

(３) 中小企業等の育成指導及び融資に関すること。 

(４) 雇用の促進及び勤労者の福祉増進に関すること。 

(５) 労働力の確保及び求人対策に関すること。 

(６) 勤労者福祉施設に関すること。 

(７) 計量器に関すること。 

(８) 商業，工業及び勤労者団体その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

契約検査課～危機管理室 略 

コンプライアンス推進室 

(１) 職員の公正な職務の執行の確保に関すること。 

(２) 不当要求行為等に関すること。 

(３) 職員の公益通報に関すること。 

市民生活部及び保健福祉部 略 

産業部 

 農林課 略 

商工観光課 

商工労政係 

(１) 商業，工業及び鉱業の振興に関すること。 

(２) 中小企業等の育成指導及び融資に関すること。 

(３) 商店街振興組合の設立の許可等に関すること。 

(４) 雇用の促進及び勤労者の福祉増進に関すること。 

(５) 労働力の確保及び求人対策に関すること。 

(６) 勤労者福祉施設に関すること。 

(７) 計量器に関すること。 

(８) 商業，工業及び勤労者団体その他関係機関との連絡調整に関する

こと。 

(９) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 

観光プロジェクト係 

(１)～(６) 略 

企業誘致対策室 

企業の誘致及び立地に関すること。 
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改   正   後 改   正   前 

建設部及び環境水道部 略 

 

建設部及び環境水道部 略 

 

 

 （総社市庁舎管理規則の一部改正） 

第２条 総社市庁舎管理規則（平成１７年総社市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（かぎ） 

第１１条 市庁舎のかぎは，特に指定するもののほか，執務時間中は財産管

理課長が保管し，執務時間以外の時間は当直員が保管する。 

２ 市庁舎の予備かぎは，財産管理課長が保管する。 

（施設の故障の場合の措置） 

第１２条 水道，電気，ガス，暖冷房の装置及び便器その他市庁舎施設に故

障を発見した者は，直ちに財産管理課長に届出をしなければならない。 

（火災予防責任者） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 各課の長は，火災予防責任者を定めたときは，職氏名を財産管理課長に

報告するとともに，その室の出入口に職氏名を掲示しておかなければなら

ない。これを変更したときもまた，同様とする。 

（火災予防責任者の職務） 

第１４条 火災予防責任者は，財産管理課長の指揮を受け，次に掲げる業務

を行わなければならない。 

(１)～(３) 略 

（火災等の措置) 

第１５条 市庁舎又はその付近に火災その他の事態が発生したときは，財産

管理課長は，直ちに市庁舎の防備について適切な措置をとらなければなら

ない。 

（防備器具等の備付け） 

 

（かぎ） 

第１１条 市庁舎のかぎは，特に指定するもののほか，執務時間中は財政課

長が保管し，執務時間以外の時間は当直員が保管する。 

２ 市庁舎の予備かぎは，財政課長が保管する。 

（施設の故障の場合の措置） 

第１２条 水道，電気，ガス，暖冷房の装置及び便器その他市庁舎施設に故

障を発見した者は，直ちに財政課長に届出をしなければならない。 

（火災予防責任者） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 各課の長は，火災予防責任者を定めたときは，職氏名を財政課長に報告

するとともに，その室の出入口に職氏名を掲示しておかなければならな

い。これを変更したときもまた，同様とする。 

（火災予防責任者の職務） 

第１４条 火災予防責任者は，財政課長の指揮を受け，次に掲げる業務を行

わなければならない。 

(１)～(３) 略 

（火災等の措置) 

第１５条 市庁舎又はその付近に火災その他の事態が発生したときは，財政

課長は，直ちに市庁舎の防備について適切な措置をとらなければならな

い。 

（防備器具等の備付け） 
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改 正 後 改 正 前 

第１６条 財産管理課長は，火災その他の事態に対処するため，必要な器具

及び器材を備えておかなければならない。 

 

第１６条 財政課長は，火災その他の事態に対処するため，必要な器具及び

器材を備えておかなければならない。 

 

 

 （総社市公印規則の一部改正） 

第３条 総社市公印規則（平成１７年総社市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（公印取扱いの責任） 

第６条 公印の保管及び使用については，その公印保管課長等がその責めに

任ずる。ただし，財産管理課保管に係る岡山県総社市長之印（整理番号２

３）については，勤務時間外は当直員がその責めに任ずる。 

２ 略 

（公印の使用） 

第７条 略 

２ 勤務時間外において財産管理課保管に係る公印を使用する場合は，前項

の要領により当直員に提示し，その立会いを得て使用するものとする。こ

の場合において，当直員は，公印使用簿に使用文書の件名及び使用者氏名

その他必要な事項を記載しなければならない。 

３ 略 

 

別表（第３条関係） 

公印の

種類 

整理

番号 

書

体 

寸 法 保管 

部署 

使用区分 印

材 

個

数 

 略 

岡山県

総社市

長之印 

23 〃 方 21

ミリ 

財産管理

課 

勤務時間外に市長名

をもってする文書 

〃 1 

 略 

 

（公印取扱いの責任） 

第６条 公印の保管及び使用については，その公印保管課長等がその責めに

任ずる。ただし，財政課保管に係る岡山県総社市長之印（整理番号２３）

については，勤務時間外は当直員がその責めに任ずる。 

２ 略 

（公印の使用） 

第７条 略 

２ 勤務時間外において財政課保管に係る公印を使用する場合は，前項の要

領により当直員に提示し，その立会いを得て使用するものとする。この場

合において，当直員は，公印使用簿に使用文書の件名及び使用者氏名その

他必要な事項を記載しなければならない。 

３ 略 

 

別表（第３条関係） 

公印の

種類 

整理

番号 

書

体 

寸 法 保管 

部署 

使用区分 印

材 

個

数 

 略 

岡山県

総社市

長之印 

23 〃 方 21

ミリ 

財政課 勤務時間外に市長名

をもってする文書 

〃 1 

 略 
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改 正 後 改 正 前 

      

 

 （総社市職員コンプライアンス条例施行規則の一部改正） 

第４条 総社市職員コンプライアンス条例施行規則（平成２６年総社市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（要望等の報告等） 

第１０条 略 

２ 職員は，前項の規定により部長まで報告した後，速やかに，当該報告書

の写しを総務課長に提出するものとする。 

 

 

（要望等の報告等） 

第１０条 略 

２ 職員は，前項の規定により部長まで報告した後，速やかに，当該報告書

の写しをコンプライアンス推進室長に提出するものとする。 

 

 

 （総社市財務規則の一部改正） 

第５条 総社市財務規則（平成１７年総社市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分

（以下この条において「改正後表」という。）が存在する場合には，当該改正表を当該改正後表に改め，改正表に対応する改正後表が存在しない場合に

は，当該改正表を削る。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（支出負担行為） 

第４４条 略 

２ 物品の購入を行おうとする場合は，支出負担行為に先立ち，物品購入要

求書（様式第３７号の２）を契約検査課長に提出するものとする。ただし，

総社市事務決裁規程（平成１７年総社市訓令第１１号）別表の支出負担行

為に関することの需用費の区分のうち，主務課長の専決事項に係るもの

は，その提出を省略することができる。 

３ 略 

 

（支出負担行為） 

第４４条 略 

２ 物品の購入又は修繕を行おうとする場合は，支出負担行為に先立ち，物

品購入（修繕）要求書（様式第３７号の２）を契約検査課長に提出するも

のとする。ただし，総社市事務決裁規程（平成１７年総社市訓令第１１号）

別表の支出負担行為に関することの需用費の区分のうち，主務課長の専決

事項に係るものは，その提出を省略することができる。 

３ 略 
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改   正   後 改   正   前 

 

別表第３（第８１条関係） 

設置場所 出納員 委任事務 

略 

総

務

部 

 略 

財政課 

 

課長 課の所掌に属する収入金の出納及び保管

の事務の一部 

財産管理課 課長 財産収入及び課の所掌に属する収入金の

出納及び保管の事務の一部 

 略 

危機管理室 室長 室の所掌に属する収入金の出納及び保管

の事務の一部 

 

 

 

 略 

産

業

部 

 略 

観光プロジ

ェクト課 

課長 課の所掌に属する収入金の出納及び保管

の事務の一部 

企業誘致商

工振興課 

課長 課の所掌に属する収入金の出納及び保管

の事務の一部 

 略 

  

 

別表第３（第８１条関係） 

設置場所 出納員 委任事務 

略 

総

務

部 

 略 

財政課 

 

 

 

課長 財産収入及び課の所掌に属する収入金の

出納及び保管の事務の一部 

 略 

危機管理室 室長 室の所掌に属する収入金の出納及び保管

の事務の一部 

コンプライ

アンス推進

室 

室長 室の所掌に属する収入金の出納及び保管 

の事務の一部 

 略 

産

業

部 

 略 

商工観光課 課長 課の所掌に属する収入金の出納及び保管

の事務の一部 

 

 

 略 

 

 

 （総社市財産規則の一部改正） 

第６条 総社市財産規則（平成１７年総社市規則第４６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後

表」という。）が存在する場合には，当該改正表を当該改正後表に改め，改正表に対応する改正後表が存在しない場合には，当該改正表を削る。 
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改   正   後 改   正   前 

 

（公有財産の管理者） 

第３条 略 

２ 普通財産は，財産管理課長が管理するものとする。ただし，市長が別段

の定めをしたものについては，この限りでない。 

（取得の手続） 

第４条 略 

２ 各課長は，公有財産を取得しようとするときは，あらかじめ当該財産に

ついて必要な調査をし，物権の設定その他特殊な義務があるときは，これ

らの消滅又は必要な措置を採らなければならない。この場合において，特

に必要があるときは，各課長は財産管理課長と協議するものとする。 

 

（公有財産台帳等） 

第７条 財産管理課長は，行政財産及び普通財産の分類に従い，公有財産台

帳（様式第１号）を作成し，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１)～(６) 略 

２ 各課長は，公有財産整理簿（様式第２号）を作成し，その管理する公有

財産について取得，処分その他の理由に基づく異動があった場合は，その

都度公有財産異動報告書（様式第３号）により会計管理者及び財産管理課

長に報告しなければならない。ただし，第９条第２項の規定により行政財

産の用途の廃止について決定を受け，同項に規定する引継書が財産管理課

長に提出される場合には，財産管理課長への公有財産異動報告書による報

告は，省略することができる。 

３ 略 

 

（行政財産の用途変更又は廃止） 

第９条 略 

２ 各課長は，前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受け

たときは，公有財産引継書（様式第４号）により当該行政財産を財産管理

課長に引き継がなければならない。 

３ 略 

 

（普通財産の貸付け） 

 

（公有財産の管理者） 

第３条 略 

２ 普通財産は，財政課長が管理するものとする。ただし，市長が別段の定

めをしたものについては，この限りでない。 

（取得の手続） 

第４条 略 

２ 各課長は，公有財産を取得しようとするときは，あらかじめ当該財産に

ついて必要な調査をし，物権の設定その他特殊な義務があるときは，これ

らの消滅又は必要な措置を採らなければならない。この場合において，特

に必要があるときは，各課長は財政課長と協議するものとする。 

 

（公有財産台帳等） 

第７条 財政課長は，行政財産及び普通財産の分類に従い，公有財産台帳（様

式第１号）を作成し，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１)～(６) 略 

２ 各課長は，公有財産整理簿（様式第２号）を作成し，その管理する公有

財産について取得，処分その他の理由に基づく異動があった場合は，その

都度公有財産異動報告書（様式第３号）により会計管理者及び財政課長に

報告しなければならない。ただし，第９条第２項の規定により行政財産の

用途の廃止について決定を受け，同項に規定する引継書が財政課長に提出

される場合には，財政課長への公有財産異動報告書による報告は，省略す

ることができる。 

３ 略 

 

（行政財産の用途変更又は廃止） 

第９条 略 

２ 各課長は，前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受け

たときは，公有財産引継書（様式第４号）により当該行政財産を財政課長

に引き継がなければならない。 

３ 略 

 

（普通財産の貸付け） 
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改   正   後 改   正   前 

第１１条 財産管理課長は，普通財産を貸し付けようとするときは，次に掲

げる事項を記載した書類に，借受けを希望する者に提出させた普通財産借

受申請書（様式第８号）及び契約書案を添えて，市長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

(１)～(10) 略 

２及び３ 略 

４ 財産管理課長は，普通財産を貸し付けた場合は，普通財産貸付簿（様式

第９号）に記載し，整理しなければならない。 

（私権の設定） 

第１２条 財産管理課長は，普通財産に私権の設定をする必要がある場合

は，次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければなら

ない。 

(１)～(６) 略 

 

（譲渡の手続） 

第１４条 財産管理課長は，普通財産を譲渡しようとするときは，次に掲げ

る事項を記載し，市長の決裁を受けなければならない。ただし，財産の種

類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。 

(１)～(13) 略 

（交換の手続） 

第１５条 財産管理課長は，普通財産を交換しようとするときは，次に掲げ

る事項を記載し，市長の決裁を受けなければならない。ただし，財産の種

類により，その一部を省略することができる。 

(１)～(10) 略 

（出資の目的等） 

第１６条 財産管理課長は，普通財産を出資の目的とし，又は支払の手段と

して使用する必要がある場合は，次に掲げる事項を記載した文書により市

長の決裁を受けなければならない。 

(１)～(６) 略 

（合議） 

第１７条 各課長は，次の各号に掲げる事項については，総社市事務決裁規

程（平成１７年総社市訓令第１１号）に定めるところにより総務部長又は

財産管理課長に合議しなければならない。 

第１１条 財政課長は，普通財産を貸し付けようとするときは，次に掲げる

事項を記載した書類に，借受けを希望する者に提出させた普通財産借受申

請書（様式第８号）及び契約書案を添えて，市長の決裁を受けなければな

らない。 

(１)～(10) 略 

２及び３ 略 

４ 財政課長は，普通財産を貸し付けた場合は，普通財産貸付簿（様式第９

号）に記載し，整理しなければならない。 

（私権の設定） 

第１２条 財政課長は，普通財産に私権の設定をする必要がある場合は，次

に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。 

 

(１)～(６) 略 

 

（譲渡の手続） 

第１４条 財政課長は，普通財産を譲渡しようとするときは，次に掲げる事

項を記載し，市長の決裁を受けなければならない。ただし，財産の種類又

は処分の方法によりその一部を省略することができる。 

(１)～(13) 略 

（交換の手続） 

第１５条 財政課長は，普通財産を交換しようとするときは，次に掲げる事

項を記載し，市長の決裁を受けなければならない。ただし，財産の種類に

より，その一部を省略することができる。 

(１)～(10) 略 

（出資の目的等） 

第１６条 財政課長は，普通財産を出資の目的とし，又は支払の手段として

使用する必要がある場合は，次に掲げる事項を記載した文書により市長の

決裁を受けなければならない。 

(１)～(６) 略 

（合議） 

第１７条 各課長は，次の各号に掲げる事項については，総社市事務決裁規

程（平成１７年総社市訓令第１１号）に定めるところにより総務部長又は

財政課長に合議しなければならない。 
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改   正   後 改   正   前 

(１)～(３) 略 

 

（寄附物品の受入れ） 

第２７条 各課長は，物品の寄附申込みを受けたときは，寄附申出書により

財産管理課長を経て市長の決裁を受けなければならない。 

２ 略 

 

（用品の請求及び交付） 

第２９条 略 

２ 会計管理者は，前項の規定により請求を受けたときは，これを審査し，

在庫品のあるときは，これを交付するとともに当該請求書を財産管理課長

に回付するものとする。ただし，在庫品のないときは，その旨を財産管理

課長に通知するものとする。 

（用品代金の支出手続等） 

第３０条 財産管理課長は，前条第２項の規定による用品請求書又は自動車

用燃料請求書の回付を受けた場合は，これを１月ごとに取りまとめ納額通

知書を用品の交付を受けた当該課長に送付しなければならない。 

２及び３ 略 

 

（出納の帳簿及び受払登記等） 

第３９条 略 

２ 財産管理課長は，備品保管原簿（様式第２４号）を備え，常に各課に使

用中の備品状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 略 

 

（備品の現在高報告） 

第４１条 貯蔵中の備品については会計管理者等，使用中の備品については

各課長において，毎年度４月１日の現在高を調査し，財産管理課長を経て

備品現在高報告書（様式第２６号）により４月３０日までに市長に報告し

なければならない。 

 

別表（第２２条関係） 

設置場所 物品出納員 委任事務 

(１)～(３) 略 

 

（寄附物品の受入れ） 

第２７条 各課長は，物品の寄附申込みを受けたときは，寄附申出書により

財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。 

２ 略 

 

（用品の請求及び交付） 

第２９条 略 

２ 会計管理者は，前項の規定により請求を受けたときは，これを審査し，

在庫品のあるときは，これを交付するとともに当該請求書を財政課長に回

付するものとする。ただし，在庫品のないときは，その旨を財政課長に通

知するものとする。 

（用品代金の支出手続等） 

第３０条 財政課長は，前条第２項の規定による用品請求書又は自動車用燃

料請求書の回付を受けた場合は，これを１月ごとに取りまとめ納額通知書

を用品の交付を受けた当該課長に送付しなければならない。 

２及び３ 略 

 

（出納の帳簿及び受払登記等） 

第３９条 略 

２ 財政課長は，備品保管原簿（様式第２４号）を備え，常に各課に使用中

の備品状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 略 

 

（備品の現在高報告） 

第４１条 貯蔵中の備品については会計管理者等，使用中の備品については

各課長において，毎年度４月１日の現在高を調査し，財政課長を経て備品

現在高報告書（様式第２６号）により４月３０日までに市長に報告しなけ

ればならない。 

 

別表（第２２条関係） 

設置場所 物品出納員 委任事務 
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改   正   後 改   正   前 

略 

総

務

部 

 略 

財政課 課長 課に属する物品の出納及び保管

の事務の一部 

財産管理課 課長 物品の出納及び保管並びに記録

管理の事務の一部 

 略 

危機管理室 室長 室に属する物品の出納及び保管

の事務の一部 

 

 

略 

産

業

部 

 略 

観光プロジェク

ト課 

課長 課及び課に附属する施設に属す

る物品の出納及び保管の事務の

一部 

企業誘致商工振

興課 

課長 課及び課に附属する施設に属す

る物品の出納及び保管の事務の

一部 

 略 

 

様式第４号（第９条関係） 

公有財産引継書 

年 月 日 

財産管理課長 様 

略 

 

様式第１２号（第２９条関係） 

 （その１） 

用品請求書 

命令者 財産管理課 課  （請求課） 

 

課 長 係 長 係 課 長 係 長 係 

      

略 

総

務

部 

 略 

財政課 課長 物品の出納及び保管並びに記録

管理の事務の一部 

 

 

 略 

危機管理室 室長 室に属する物品の出納及び保管

の事務の一部 

コンプライアン

ス推進室 

室長 

 

室に属する物品の出納及び保管

の事務の一部 

 略 

産

業

部 

 略 

商工観光課 課長 課及び課に附属する施設に属す

る物品の出納及び保管の事務の

一部 

企業誘致対策室 室長 室に属する物品の出納及び保管

の事務の一部 

 

 略 
 

様式第４号（第９条関係） 

公有財産引継書 

年 月 日 

財政課長 様 

略 

 

様式第１２号（第２９条関係） 

 （その１） 

用品請求書 

命令者 財政課 課  （請求課） 

 

課 長 係 長 係 課 長 係 長 係 
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改   正   後 改   正   前 

      

 略 

 

 （その２） 略 

 

様式第１３号（第２９条関係） 

要求年月日  年 月 日     自動車用燃料請求書      自動車用燃料購入チケット 

略 命

令

者 

財産管理課 課 （請求課） 

略 

 

課

長 

係

長 

係 

課

長 

係

長 

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     略 

 

様式第１４号（第３５条関係） 

命

令

者 

総務

部長 

財産管

理課長 

部長 保管換受入課 部長 保管換請求課 

    課長 係長 係  課長 係長 係 

      

 略 

 

様式第１５号（第３６条関係） 

物品返納書 

年 月 日 

 略 

会

計

管

理

者 

 

課 課長  係長  

物品

取扱

者 

 

財産管理課 課長  係長  係  

 

様式第１８号（第３８条関係） 

事故報告書 

年 月 日 

      

 略 

 

 （その２） 略 

 

様式第１３号（第２９条関係） 

要求年月日  年 月 日     自動車用燃料請求書      自動車用燃料購入チケット 

略 命

令

者 

財政課 課 （請求課） 

略 

 

課

長 

係

長 

係 

課

長 

係

長 

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     略 

 

様式第１４号（第３５条関係） 

命

令

者 

総務

部長 

財政課

長 

部長 保管換受入課 部長 保管換請求課 

    課長 係長 係  課長 係長 係 

      

 略 

 

様式第１５号（第３６条関係） 

物品返納書 

年 月 日 

 略 

会

計

管

理

者 

 

課 課長  係長  

物品

取扱

者 

 

財政課 課長  係長  係  

 

様式第１８号（第３８条関係） 

事故報告書 

年 月 日 
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改   正   後 改   正   前 

所属課 

物品保管責任者      ○印  

市長 総務部長 財産管理課長 係長 部長 課長 係長 

       

 略 

 備考 略 

 

所属課 

物品保管責任者      ○印  

市長 総務部長 財政課長 係長 部長 課長 係長 

       

 略 

 備考 略 

 

 

 （総社市庁用自動車管理規則の一部改正） 

第７条 総社市庁用自動車管理規則（平成１７年総社市規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（管理の原則） 

第３条 自動車の管理は，当該自動車が所属する課長等（以下「主管課長」

という。）が行い，その総括は，財産管理課長が行うものとする。 

２ 略 

 

（運転者の資格） 

第１２条 課長等は，自動車を所属職員に運転させようとするときは，運転

免許を取得して1箇年以上の運転経験を有する職員のうちから本人の同意

を得て，庁用自動車運転者届（様式第３号）により財産管理課長に届け出

なければならない。 

２ 財産管理課長は，前項の届出を受理したときは，安全運転管理者と協議

し，適当と認めたときは，運転者を登録し，その旨を課長等に通知するも

のとする。 

 

様式第３号（第１２条関係） 

庁用自動車運転者届 

略 

 

（管理の原則） 

第３条 自動車の管理は，当該自動車が所属する課長等（以下「主管課長」

という。）が行い，その総括は，財政課長が行うものとする。 

２ 略 

 

（運転者の資格） 

第１２条 課長等は，自動車を所属職員に運転させようとするときは，運転

免許を取得して1箇年以上の運転経験を有する職員のうちから本人の同意

を得て，庁用自動車運転者届（様式第３号）により財政課長に届け出なけ

ればならない。 

２ 財政課長は，前項の届出を受理したときは，安全運転管理者と協議し，

適当と認めたときは，運転者を登録し，その旨を課長等に通知するものと

する。 

 

様式第３号（第１２条関係） 

庁用自動車運転者届 

略 
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改 正 後 改 正 前 

 財産管理課長 様 

                        課長 

 

 財政課長 様 

                        課長 

 

 

 （総社市土地開発基金管理規則の一部改正） 

第８条 総社市土地開発基金管理規則（平成１７年総社市規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（基金の管理） 

第９条 総務部長は，第 7条の指示をしたときは，同時に財産管理課長に命

じ，その指示事項の実施状況を明確にするため，管理台帳（様式第４号）

を備えなければならない。 

２ 略 

 

 

（基金の管理） 

第９条 総務部長は，第 7条の指示をしたときは，同時に財政課長に命じ，

その指示事項の実施状況を明確にするため，管理台帳（様式第４号）を備

えなければならない。 

２ 略 

 

 

 （総社市国民宿舎条例施行規則の一部改正） 

第９条 総社市国民宿舎条例施行規則（平成１７年総社市規則第１３２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（委員会の庶務） 

第１３条 委員会の庶務は，観光プロジェクト課において処理する。 

 

 

（委員会の庶務） 

第１３条 委員会の庶務は，商工観光課において処理する。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際，現に保有する様式は，当分の間所要の調整をして使用することができる。 


